
　
森
友
学
園

と
財
務
省
の

間
で
結
ば
れ

た
国
有
地
売

却
契
約
が
国
会
を
揺
る
が
し
て

い
る
。
次
々
と
明
る
み
に
出
さ

れ
る
学
園
の
所
行
は
、
と
て
も

容
認
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
安
倍
首
相
は
昭
恵
夫

人
を
擁
護
し
、
ム
キ
に
な
っ
て

反
論
答
弁
を
し
て
い
る
。
事
実

関
係
の
き
っ
ち
り
と
し
た
解
明

を
望
み
た
い
▼
つ
い
最
近
、
小

生
も
契
約
に
ま
つ
わ
る
不
愉
快

な
事
案
に
遭
遇
し
た
。
関
係
す

る
社
会
福
祉
法
人
運
営
の
高
齢

者
福
祉
施
設
が
建
っ
て
い
る
土

地
の
地
代
を
、
開
設
後
5
年
以

上
経
過
し
て
か
ら
突
然
請
求
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
貸
し
主
の
市

い
わ
く
「
規
定
で
は
こ
の
額
に

な
り
ま
す
が
、
施
設
の
公
共
性

か
ら
数
十
分
の
一
に
減
額
し
て

い
ま
す
」
▼
そ
こ
は
過
疎
で
廃

校
と
な
っ
た
小
学
校
跡
地
。
当

時
の
市
幹
部
か
ら
、
高
齢
者
保

健
福
祉
計
画
に
則
っ
た
施
設
開

設
を
打
診
（
事
実
上
の
依
頼
）

さ
れ
、
40
年
間
無
償
貸
与
、
そ

の
後
も
1
年
毎
自
動
更
新
と
の

条
件
を
提
示
さ
れ
た
物
件
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
当
時
の
市
長
公

印
が
押
さ
れ
た
契
約
書
も
存
在

す
る
。
呆
れ
果
て
て
、
担
当
部

署
の
上
司
に
問
い
た
だ
す
と
、

「
そ
ん
な
報
告
は
受
け
て
い
な

い
。
契
約
を
反
古
に
な
ど
で
き

な
い
」
と
▼
後
日
、
請
求
し
に

来
た
当
人
か
ら
の
取
り
下
げ
と

詫
び
の
言
葉
が
あ
っ
た
が
、
責

任
者
に
よ
る
経
緯
の
説
明
は
い

ま
だ
受
け
て
い
な
い
▼
「
医
療

行
為
に
お
い
て
、
医
者
と
患
者

さ
ん
の
間
に
は
書
面
の
無
い
契

約
が
存
在
す
る
」
と
何
度
も
聞

か
さ
れ
て
き
た
。「
契
約
」
の

重
み
を
再
確
認
す
る
よ
い
経
験

に
は
な
っ
た
が
…
。 （
呑
鉄
童
）

　
京
都
府
保
険
医
協
会
の
理
事

長
、
副
理
事
長
、
監
事
お
よ
び
理

事
の
任
期
（
2
年
）
が
、
5
月
31

日
を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。
任
期

終
了
に
あ
た
り
理
事
長
、
副
理
事

長
お
よ
び
監
事
の
選
挙
を
、
規
約

第
14
条
お
よ
び
選
挙
規
定
第
1
章

に
よ
り
、次
の
要
領
で
行
い
ま
す
。

　
▽
公
示
＝
17
年
3
月
25
日（
土
）

　
▽
立
候
補
締
切
日
時
＝
4
月
5

日
（
水
）
午
後
4
時

　
▽
選
挙
す
る
役
職
名
＝
理
事
長

1
人
、
副
理
事
長
5
人
、
監
事
2

人
　
※
理
事
（
若
干
名
）
は
規
約
第
14

条
第
3
項
に
よ
り
理
事
長
が
副
理
事

長
と
合
議
し
て
選
任
し
ま
す
。

　
▽
任
期
＝
2
カ
年
：
17
年
6
月

1
日
〜
19
年
5
月
31
日

　
▽
選
挙
日
程
・
場
所
＝
5
月
18

日
（
木
）
午
後
2
時
15
分
よ
り
京

都
税
理
士
会
館
に
て
第
1
9
3
回

臨
時
代
議
員
会
を
開
催
し
選
挙
を

行
い
ま
す
。

　
※
選
挙
規
定
第
16
条
に
よ
り
、
立

候
補
届
出
の
あ
っ
た
候
補
者
が
定
数

以
内
の
と
き
は
投
票
を
行
わ
ず
、
京

都
府
保
険
医
協
会
代
議
員
会
議
長
が

候
補
者
を
も
っ
て
当
選
人
と
決
定
し

ま
す
。

　
▽
立
候
補
届
出
方
法
＝
立
候
補

届
出
書
は
本
協
会
の
所
定
の
様
式

1
を
使
用
し
、
所
定
の
候
補
者
経

歴
表
を
添
付
し
て
立
候
補
締
切
日

時
ま
で
に
、
本
人
が
京
都
府
保
険

医
協
会
代
議
員
会
議
長
に
提
出
し

て
下
さ
い
。
立
候
補
届
出
書
お
よ

び
候
補
者
経
歴
表
は
本
協
会
事
務

局
に
あ
り
ま
す
。（
選
挙
規
定
第

高
齢
者
取
り
巻
く
医
療・介
護
の
困
難
と
は

16
年
度 
医
療
安
全
シ
ン
ポ
で
意
見
交
換

　
協
会
は
3
月
4
日
、
京
都
市
内
の
ホ
テ
ル
で
「
高
齢
者
医
療
と
介
護
に
関
わ
る
医
事
紛
争
」

と
題
し
て
、
医
療
安
全
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。
会
員
や
従
事
者
ら
73
人
が
参
加
し
、
3

人
の
パ
ネ
リ
ス
ト
の
話
題
提
供
の
後
、
熱
心
に
討
論
・
意
見
交
換
し
た
。
パ
ネ
リ
ス
ト
は
京
都

第
一
赤
十
字
病
院
緩
和
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
の
上
田
和
茂
セ
ン
タ
ー
長
、
医
療
法
人
社
団
石
鎚
会
の

青
木
菜
穂
子
社
会
福
祉
士
、
京
都
中
央
法
律
事
務
所
の
福
山
勝
紀
弁
護
士
の
3
氏
。

高
齢
者
の
治
療
は

Ｑ
Ｏ
Ｌ
念
頭
に

　
上
田
氏
は
内
科
医
師
の
立
場

か
ら
、
高
齢
者
の
病
態
と
そ
の

特
性
を
取
り
上
げ
た
。
ま
ず
、

老
化
の
定
義
を
加
齢
に
伴
う
生

体
機
能
の
低
下
と
し
、
高
齢
者

の
一
連
の
症
状
を
「
老
年
症
候

群
」
と
し
て
扱
う
方
が
現
実
的

で
あ
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
、

フ
レ
イ
ル
（
虚
弱
）
と
い
う
概

念
を
紹
介
。
①
体
重
の
減
少
②

歩
行
速
度
の
低
下
③
握
力
の
低

下
④
疲
れ
や
す
さ
⑤
身
体

の
活
動
レ
ベ
ル
の
低
下
―

の
う
ち
、
3
項
目
以
上
が

当
て
は
ま
る
と
フ
レ
イ
ル

と
み
な
さ
れ
る
と
説
明
。

更
に
高
齢
者
に
対
す
る
医

療
の
限
界
と
し
て
、
生
活

習
慣
や
老
化
が
元
で
発
症

す
る
疾
患
で
あ
れ
ば
非
可

逆
的
な
経
過
を
取
る
こ
と

が
多
い
。
治
癒
を
目
指
す

と
安
静
を
強
い
る
こ
と
に

な
り
逆
に
廃
用
症
候
群
を

引
き
起
こ
し
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
を

損
な
う
可
能
性
が
生
じ

る
。
疾
病
の
治
癒
よ
り
症

状
を
取
り
除
く
方
が
Ｑ
Ｏ

Ｌ
は
改
善
す
る
。
高
度
先

進
医
療
は
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
向
上

に
好
ま
し
く
な
い
可
能
性

が
あ
る
と
述
べ
た
。
以
上
の
こ

と
か
ら
、
①
そ
の
特
性
、
起
こ

り
や
す
い
症
状
、
病
状
や
そ
の

経
過
を
知
る
②
本
人
、
家
族
と

医
療
、
看
護
、
介
護
、
福
祉
な

ど
の
関
係
者
が
包
括
的
な
共
通

の
理
解
を
持
つ
③
本
人
や
家
族

が
ど
う
し
た
い
か
の
意
思
を
く

み
取
る
―
と
ま
と
め
た
。

家
族
・
医
療
ス
タ
ッ
フ
と

相
談
重
ね
治
療
方
針
を

　
青
木
氏
は
、
Ｍ
Ｓ
Ｗ
の
立
場

か
ら
高
齢
者
が
抱
え
て
い
る
と

感
じ
る
特
徴
的
な
困
難
に
つ
い

て
、
五
つ
の
要
因
を
紹
介
。
①

Ｍ
Ｓ
Ｗ
と
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
価

値
観
の
差
が
大
き
い
場
合
等
、

Ｍ
Ｓ
Ｗ
自
身
が
主
観
的
に
困
難

と
感
じ
る
②
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
の

決
定
力
不
足
も
し
く
は
不
存

在
、
加
齢
に
よ
る
変
化
・
Ａ
Ｄ

Ｌ
の
急
激
な
低
下
へ
の
理
解
不

足
等
、
ケ
ー
ス
そ
の
も
の
に
客

観
的
な
困
難
さ
が
あ
る
③
提
供

さ
れ
る
医
療
と
本
人
の
た
め
に

し
て
あ
げ
た
い
こ
と
（
家
族
の

思
い
）
の
乖
離
等
、
多
職
種
連

携
に
困
難
さ
が
あ
る
④
所
属
機

関
の
方
針
が
専
門
職
の
倫
理
に

相
反
す
る
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体

制
が
な
い
等
、
所
属
す
る
組
織

に
困
難
さ
が
あ
る
⑤
転
院
に
よ

る
支
援
の
分
断
等
、
制
度
上
の

制
約
が
あ
る
―
と
し
た
。

　
更
に
傾
聴
・
思
い
の
受
容
、

理
解
度
の
確
認
、
ア
セ
ス
メ
ン

ト
の
重
要
性
を
説
い
た
。
そ
こ

で
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
が
ア
ド

バ
ン
ス
・
ケ
ア
・
プ
ラ
ン
ニ
ン

グ
（
Ａ
Ｃ
Ｐ
）
で
、
こ
れ
は
意

思
決
定
能
力
低
下
に
備
え
て
の

対
応
プ
ロ
セ
ス
全
体
を
指
す
も

の
で
、
極
め
て
重
要
で
あ
る

が
、
い
ま
だ
医
療
界
で
は
一
般

的
、
常
識
と
な
っ
て
い
な
い
状

況
が
あ
る
と
報
告
し
た
。

日
常
か
ら
看
護
記
録
の

充
実
を

　
福
山
氏
は
、
高
齢
者
に
よ
る

転
倒
事
故
の
裁
判
例
を
解
説
し

た
。
医
療
機
関
の
勝
訴
例
（
14

年
3
月
26
日
広
島
県
地
裁
三
次

支
部
判
決
）
で
は
、
ベ
ッ
ド
傍

で
倒
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
発
見

さ
れ
、
そ
の
後
脳
溢
血
で
死
亡

し
た
事
案
。
患
者
は
離
床
セ
ン

サ
ー
、
マ
ッ
ト
等
を
使
用
す
る

義
務
と
巡
回
を
頻
回
に
行
う
、

家
族
に
付
き
添
う
機
会
を
与
え

る
義
務
を
主
張
。
こ
れ
に
対

し
、
裁
判
所
は
入
院
中
に
夜
中

に
目
を
覚
ま
し
た
の
は
事
故
当

時
初
め
て
で
、
患
者
は
注
意
し

て
も
モ
ニ
タ
ー
を
外
す
こ
と
が

あ
っ
た
。
医
療
機
関
が
四
六
時

中
患
者
を
観
察
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
、
家
族
も
従
前
か
ら
転

倒
の
可
能
性
を
認
識
し
て
い
た

と
し
て
、
医
療
機
関
の
責
任
を

否
定
し
勝
訴
。
敗
訴
例
（
12
年

11
月
15
日
東
京
地
裁
判
決
）
で

は
、
透
析
用
ベ
ッ
ド
ま
で
の
移

動
で
事
故
の
前
々
日
に
ス
ト

レ
ッ
チ
ャ
ー
か
ら
車
椅
子
使
用

が
許
可
さ
れ
、
2
人
の
看
護
師

が
透
析
室
で
介
助
し
て
い
た
。

2
人
と
も
患
者
か
ら
少
し
離
れ

た
際
に
、
患
者
が
踏
み
台
の
上

か
ら
転
倒
、
後
日
死
亡
に
至
っ

た
事
案
。
車
椅
子
に
よ
る
最
初

の
透
析
で
立
位
不
安
定
と
な
り

転
倒
は
予
測
で
き
た
。
も
う
1

人
の
看
護
師
が
戻
る
ま
で
患
者

を
支
え
て
お
け
ば
転
倒
は
防
げ

た
と
判
断
さ
れ
た
。
紛
争
予
防

の
手
段
と
し
て
、
看
護
記
録
が

詳
細
に
患
者
の
状
態
を
記
し
て

い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、

日
常
か
ら
看
護
記
録
の
充
実
を

強
調
。
医
療
現
場
で
は
転
倒
・

転
落
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、

「
過
誤
」を
認
め
る
傾
向
に
あ
る

が
、
不
可
抗
力
の
場
合
も
あ

り
、
賠
償
責
任
を
負
う
必
要
が

な
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
こ
と
へ
の

認
識
を
促
し
た
。

　
な
お
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
詳

細
に
つ
い
て
は
冊
子
に
ま
と

め
、
5
月
末
を
目
途
に
全
会
員

に
発
送
予
定
。

6
条
1
項
お
よ
び
第
7
条
）

　
▽
所
信
表
明
＝
投
票
に
よ
る
選

挙
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
各
候
補

者
は
代
議
員
お
よ
び
予
備
代
議
員

に
所
信
の
表
明
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
文
書
の
字
数
は

千
字
以
内
と
し
、
立
候
補
締
切
期

日
後
3
日
以
内
に
京
都
府
保
険
医

協
会
代
議
員
会
議
長
に
提
出
す

る
。（
選
挙
規
定
第
9
条
1
項
）

　
▽
選
挙
公
報
＝
投
票
に
よ
る
選

挙
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
京
都
府

保
険
医
協
会
代
議
員
会
議
長
は
立

候
補
届
出
書
等
の
書
類
審
査
の
う

え
、
速
や
か
に
選
挙
公
報
を
作
成

し
、
代
議
員
お
よ
び
予
備
代
議
員

に
送
付
す
る
。（
選
挙
規
定
第
10

条
）

理事長、副理事長、監事選挙

日 時　5 月13日（土）午後 2時～ 5時
場 所　ハートピア京都 大会議室
１．講演　　脱グローバリズムの潮流と課題 ー新しいルールを求めてー
　　　　　　　演　者　井手 英策氏（慶応義塾大学経済学部教授）

２．証言①　民主党政権時代、その前後
　　　　　　　証言者　竹下 義樹氏（弁護士、生活保護裁判連絡会事務局長）

３．証言②　民主党政権は、何ができたのか？
　　　　　　　証言者　福山 哲郎氏（元官房副長官・参議院議員）

４．発言　　私たちの反省―「あの時」を踏まえて、これからのこと
　　　　　　　発言者　渡邉 賢治

―民主党政権で何ができたのか―民主党政権で何ができたのか―
政治は変えられる

京都府保険医協会副理事長
京都社会保障推進協議会議長（ ）

立候補締切は ４月５日 午後４時

参加費無料
申込は協会まで

（
右
か
ら
）
パ
ネ
リ
ス
ト
の

上
田
、
青
木
、
福
山
の
各
氏

熱
の
こ
も
っ
た
討
論
に

2 0 1 7 年 (平成 2 9 年) 3 月 2 5 日 第 2 9 9 5 号京 都 保 険 医 新 聞( 1 ) 毎月 10日･25日発行

主な内容

遠
隔
診
療
の
安
易
な
拡
大
許
さ
れ
な
い 

（
2
面
）

地
区
と
の
懇
談
（
下
西
、
西
京
、
綴
喜
）

 

（
2
・
3
面
）

所
得
税
等
改
定
で
説
明
会 

（
6
面
）

◆自動車保険・火災保険

◆針刺し事故等
補償プラン

◆休業補償制度
（所得補償、傷害疾病保険）

◆医師賠償責任保険

０７５－２１２－０３０３

協会サイト： https://healthnet.jp　　　アミスサイト： https://amis.kyoto



　
協
会
は
下
京
西
部
医
師
会
と

の
懇
談
会
を
1
月
25
日
に
開
催

し
、地
区
か
ら
7
人
、協
会
か
ら

5
人
が
参
加
し
た
。山
下
琢
監

事
の
司
会
で
進
行
。安
田
雄
司

会
長
、垣
田
理
事
長
が
あ
い
さ

つ
し
、協
会
か
ら
各
部
会
の
情

せ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
の

で
、
そ
も
そ
も
地
区
の
活
動
に

参
加
で
き
な
い
②
一
般
的
に
診

療
時
間
の
形
態
も
多
様
化
し

て
、
夜
診
を
し
な
い
と
こ
ろ
も

あ
り
、
午
後
の
委
員
会
活
動
等

が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
③
人

口
が
増
加
し
て
い
る
南
西
地
域

で
は
乙
訓
医
師
会
の
地
域
を
含

め
て
開
業
ラ
ッ
シ
ュ
で
あ
る

が
、
在
宅
医
療
を
行
わ
な
い
と

こ
ろ
が
多
く
な
る
と
、
マ
ン

シ
ョ
ン
へ
の
高
齢
世
帯
の
入
居

も
多
い
の
で
対
応
が
困
難
に
な

る
―
と
い
っ
た
、
従
来
か
ら
の

地
区
医
師
会
を
中
心
と
し
た
地

域
医
療
活
動
に
影
響
が
出
始
め

て
い
る
状
況
が
報
告
さ
れ
た
。

　
日
医
か
か
り
つ
け
医
機
能
制

度
に
つ
い
て
地
区
か
ら
は
、

「
新
専
門
医
制
度
に
お
け
る
総

合
診
療
専
門
医
へ
の
防
波
堤
と

い
う
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。

た
だ
、
現
時
点
で
は
こ
の
か
か

り
つ
け
医
の
資
格
に
具
体
的
な

特
典
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
よ
う
だ
」「
従
来
か
ら
あ

る
か
か
り
つ
け
医
と
し
て
の
総

合
的
な
技
術
を
き
ち
ん
と
診
療

報
酬
で
評
価
で
き
る
の
で
あ
れ

ば
、
ど
の
診
療
科
で
あ
っ
て
も

か
か
り
つ
け
医
に
な
る
こ
と
は

可
能
な
は
ず
だ
。
医
療
費
の
観

点
で
は
、
高
薬
価
の
問
題
が
大

き
い
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
医

療
費
を
か
け
る
の
で
は
な
く
、

医
師
の
技
術
へ
の
評
価
を
き
ち

ん
と
行
っ
て
ほ
し
い
。
そ
の
た

め
医
師
自
身
の
研
鑽
も
必
要
だ

ろ
う
」
と
、
新
専
門
医
機
構
、

日
医
、
厚
労
省
と
そ
れ
ぞ
れ
の

思
惑
が
交
錯
し
な
が
ら
揺
れ
て

い
る
「
か
か
り
つ
け
医
」
の
議

論
に
つ
い
て
、疑
問
を
呈
し
た
。

　
医
療
介
護
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ

の
活
用
に
つ
い
て
、
地
区
か
ら

は「
診
療
連
携
カ
ー
ド
で
は
、イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
継
続

し
て
い
る
病
名
、
血
液
検
査
結

果
の
一
部
、薬
剤
情
報
、ア
ド
バ

　
協
会
は
西
京
医
師
会
と
の
懇

談
会
を
1
月
27
日
に
開
催
。
地

区
か
ら
9
人
、
協
会
か
ら
5
人

が
出
席
、
地
区
の
今
井
史
朗
理

事
の
司
会
で
進
行
し
た
。
西
京

医
師
会
の
塚
本
忠
司
会
長
は
、

協
会
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を

教
わ
り
、
考
え
て
い
く
契
機
に

し
た
い
と
あ
い
さ
つ
。
垣
田
さ

ち
子
理
事
長
の
あ
い
さ
つ
に
続

き
、
各
部
会
の
情
報
提
供
と
、

「
2
0
1
8
年
度
に
予
定
さ
れ

る
医
療
大
転
換
に
ど
う
対
抗
す

る
か
？
」「
子
ど
も
若
者
は
ぐ

く
み
局
創
設
と
一
体
的
に
進
む

行
政
区
保
健
セ
ン
タ
ー（
元
保

健
所
）
と
福
祉
事
務
所
の
統
合

に
つ
い
て
」
を
報
告
、
問
題
提

起
し
た
。

　
こ
れ
を
受
け
、
地
区
か
ら

は
、「
市
の
機
構
改
革
で
懸
念

さ
れ
る
の
は
、
子
ど
も
に
関
す

る
施
策
へ
の
姿
勢
だ
。
多
数
の

子
ど
も
た
ち
を
対
象
と
す
る
予

防
接
種
は
、
国
・
自
治
体
が
財

政
も
負
担
し
、
実
施
す
る
も
の

で
、
我
々
医
療
機
関
は
そ
れ
を

委
託
さ
れ
る
。
行
政
は
各
医
療

機
関
に
丁
寧
に
依
頼
す
べ
き

で
、
委
託
し
た
ら
そ
れ
き
り
の

印
象
が
あ
る
」
と
の
懸
念
が
表

明
さ
れ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
協
会
か
ら
、

「
市
は
今
般
の
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
化
に
伴
い
、
い
く
つ
か
の

事
業
見
直
し
を
示
し
て
い
る
。

予
防
接
種
で
は
集
団
接
種
で
あ

る
Ｂ
Ｃ
Ｇ
の
実
施
方
式
の
変
更

を
検
討
し
て
い
る
よ
う
だ
。
ま

　
来
年
の
診
療
報

酬
改
定
を
め
ぐ
る

議
論
が
中
医
協
で

始
ま
っ
た
。
そ
の

中
、
論
点
「
外
来

医
療
（
そ
の
Ⅰ
）」

で
は
早
速
、
遠
隔
診
療
が
議
題

と
な
っ
た
。
今
回
の
厚
労
省
資

料
か
ら
推
測
す
る
と
、
改
定
論

議
で
は
必
ず
①
遠
隔
診
療
初
診

料
の
新
設
②
遠
隔
診
療
に
か
か

わ
る
算
定
範
囲
の
拡
大
③
遠
隔

診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
・

療
養
担
当
規
則
改
定
―
が
提
案

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
元
々
、
遠
隔
診
療
の
拡
大
は

経
済
界
の
意
向
を
受
け
た
政
府

の
成
長
戦
略
と
し
て
「
骨
太
方

針
2
0
1
5
」
や
「
日
本
再
興

戦
略
2
0
1
5
」
に
盛
ら
れ
、

そ
の
圧
力
で
15
年
8
月
に
厚
労

省
が
、
従
来
の
遠
隔
診
療
規
定

を
緩
め
た
事
務
連
絡
を
発
出
し

た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
主
旨
は
「
遠
隔
診
療

の
み
の
医
療
は
医
師
法
第
20
条

違
反
だ
が
、
途
中
で
対
面
診
療

を
混
ぜ
れ
ば
初
診
は
対
面
で
な

く
と
も
良
い
」
と
の
新
見
解
で

あ
る
。
こ
れ
を
Ｉ
Ｔ
業
界
は

〝
ネ
ッ
ト
診
療
解
禁
〞
と
受
け

止
め
慌
た
だ
し
く
事
業
化
参
入

し
、
医
師
へ
の
勧
誘
を
開
始
し

て
い
る
。
某
社
で
は
1
0
0
の

医
療
機
関
と
契
約
を
結
ん
だ
と

喧
伝
し
て
い
る
。

　
最
大
の
焦
点
は
遠
隔
診
療
初

診
（〝
ネ
ッ
ト
初
診
〞）
が
認
め

ら
れ
る
か
否
か
で
あ
る
。
初
診

は
主
訴
聴
取
の
み
な
ら
ず
、
歩

き
方
、
表
情
の
観
察
か
ら
始

ま
っ
て
、
触
診
ま
で
の
理
学
的

診
察
、
必
要
と
判
断
し
て
施
行

し
解
読
す
る
画
像
検
査
や
検
血

等
々
、
臨
床
推
論
や
重
症
度
判

定
、
治
療
方
針
決
定
、
説
明
・

相
談
の
凝
縮
し
た
真
剣
勝
負
の

現
場
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
画
面
や

簡
単
な
血
圧
等
の
デ
ー
タ
と
会

話
だ
け
で
、
対
面
診
療
に
〝
代

替
し
う
る
程
度
〞
の
初
診
が
可

能
と
見
な
す
の
は
不
遜
で
あ

り
、
医
療
と
し
て
リ
ス
キ
ー
で

あ
る
。
問
題
の
多
い
〝
遠
隔
診

療
初
診
料
〞
算
定
は
現
行
通
り

原
則
不
可
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
ま
た
、
仮
に
初
診
か
ら
遠
隔

診
療
の
み
の
場
合
で
、
途
中
で

何
ら
か
の
理
由
で
中
断
す
れ

ば
、
法
理
上
そ
の
診
療
全
体
が

違
法
と
な
り
遡
及
査
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
避
け
る

た
め
に
遠
隔
診
療
の
診
療
間
隔

を
長
期
間
再
診
と
す
る
抜
け
道

も
問
題
と
な
ろ
う
。
更
に
、
再

診
の
場
合
も
急
性
期
病
態
に
対

し
て
は
対
面
診
療
し
か
認
め
ら

れ
て
い
な
い
が
、〝
ネ
ッ
ト
再

診
〞
患
者
の
「
風
邪
を
引
い

遠
隔
診
療（
含
、い
わ
ゆ
る〝
ネ
ッ
ト
初
診
〞）

の
安
易
な
拡
大
許
さ
れ
な
い

報
提
供
に
加
え
、「
2
0
1
8
年

度
に
予
定
さ
れ
る
医
療
大
転

換
」等
を
説
明
し
た
。ま
た
、地

区
か
ら
挙
げ
ら
れ
た
テ
ー
マ

「『
自
由
開
業
制
』『
フ
リ
ー
ア
ク

セ
ス
』と『
日
医
か
か
り
つ
け
医

機
能
制
度
』の
推
進
に
つ
い
て
」

ン
ス
・ケ
ア
・プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

も
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
。広
ま
っ

て
い
け
ば
患
者
さ
ん
に
と
っ
て

も
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
。医
療

機
関
側
で
は
地
区
外
の
病
院
で

も
活
用
が
広
が
っ
て
い
る
。
特

に
救
急
で
は
、
初
期
の
情
報
収

集
に
か
か
る
手
間
が
省
け
る
の

で
現
場
か
ら
の
要
望
は
強
い
。

患
者
さ
ん
の
登
録
は
1
2
0
0

人
を
超
え
た
」と
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活

用
し
て
先
進
的
に
診
診
連
携
・

病
診
連
携
を
進
め
て
い
る
状
況

が
報
告
さ
れ
た
。一
方
で
、「
国

の
進
め
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
と
い

え
ば
医
療
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
活

用
の
こ
と
で
あ
り
、特
定
健
診・

特
定
保
健
指
導
等
の
デ
ー
タ
な

ど
が
営
利
目
的
に
使
わ
れ
る
こ

と
が
あ
れ
ば
目
的
が
違
う
の
で

は
な
い
か
」と
懸
念
を
示
し
た
。

　
協
会
か
ら
は
、
通
称
「
医
療

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
法
」
が
今
通
常

国
会
に
提
出
予
定
で
あ
る
こ
と

等
の
政
府
の
動
き
に
つ
い
て
情

報
提
供
し
た
。

た
「
青
年
期
健
診
」
の
協
力
医

療
機
関
方
式
へ
の
移
行
に
も
す

で
に
着
手
し
て
い
る
。
今
回
の

機
構
改
革
は
、
従
来
保
健
セ
ン

タ
ー
が
担
っ
て
き
た
業
務
を
福

祉
事
務
所
業
務
に
吸
収
し
、
な

お
か
つ
衛
生
部
門
（
食
中
毒
・

感
染
症
）
は
基
本
的
に
本
庁
に

一
元
化
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
」
と
コ
メ
ン

ト
し
た
。
地
区
か
ら
は
こ
れ
に

つ
い
て
、「
京
都
市
が
丸
投
げ

し
た
き
り
に
な
る
の
を
危
惧
す

る
。
協
会
に
は
市
の
姿
勢
を
追

求
し
て
ほ
し
い
」
と
の
意
見
が

あ
が
っ
た
。
ま
た
、「
西
京
区

は
市
内
で
唯
一
、
保
健
セ
ン

タ
ー
と
福
祉
事
務
所
が
別
の
場

所
に
あ
る
の
で
、
ど
の
よ
う
に

一
元
化
す
る
の
か
」
と
の
疑
問

も
出
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
地
区
か
ら

は
、「
西
京
区
は
旧
乙

訓
郡
地
区
で
高
齢
化
が

進
み
、
医
療
機
関
が
減

少
す
る
一
方
、
旧
葛
野

郡
地
区
は
人
口
が
自
然

増
し
、
医
療
機
関
が
増

え
て
い
る
。
西
京
区
管

内
だ
け
で
も
医
療
機
関

偏
在
は
問
題
と
な
っ
て

き
て
い
る
。
地
域
の
人
た
ち
か

ら
も
、
地
域
か
ら
診
療
所
が
な

く
な
っ
て
は
困
る
と
切
実
な
声

を
聴
く
。
国
の
進
め
る
自
由
開

業
制
規
制
や
保
険
医
定
数
制
提

案
に
対
抗
す
る
に
は
、
偏
在
の

理
由
が
自
由
開
業
制
に
あ
る
と

の
指
摘
に
有
効
な
反
論
を
す
る

必
要
が
あ
る
」
と
の
指
摘
も

あ
っ
た
。

　
ま
た
地
区
か
ら
「
保
険
医
協

会
の
今
後
の
方
向
性
」
が
問
題

提
起
さ
れ
た
。「
協
会
は
1
0

0
％
会
員
の
会
費
と
事
業
収
入

で
運
営
す
る
独
立
し
た
組
織
で

あ
る
が
ゆ
え
に
自
由
に
発
言
で

き
る
。
今
後
も
国
民
皆
保
険
制

度
を
守
り
、
患
者
さ
ん
の
立
場

か
ら
奮
闘
し
続
け
て
い
き
た

い
」
と
述
べ
た
。

「
医
療
介
護
に
お
け
る

I
C
T
の
活
用
に
つ

い
て
」「『
医
療
ビ
ッ
グ

デ
ー
タ
と
そ
の
活
用
』

と
『
健
康
寿
命
延
伸
』

の
問
題
」も
議
論
し
た
。

　
最
近
の
モ
ー
ル
開
業

等
の
増
加
に
つ
い
て
地

区
か
ら
、
①
診
療
時
間

や
診
療
日
を
モ
ー
ル
本

体
の
営
業
時
間
に
合
わ

た
・
不
眠
だ
」
な
ど
の
臨
時
の

訴
え
に
対
し
そ
の
場
で
安
易
に

追
加
処
方
し
て
し
ま
う
違
法
診

療
も
ま
か
り
通
り
か
ね
な
い
。

　
中
医
協
資
料
で
は
本
質
の
全

く
異
な
る
〝
Ａ
Ｉ
診
療
支
援
〞

が
併
記
さ
れ
て
診
療
報
酬
付
け

が
示
唆
さ
れ
た
。
遠
隔
診
療
も

自
由
診
療
や
選
定
療
養
で
の

〝
予
約
料
金
〞
徴
収
が
業
者
推

奨
と
な
っ
て
お
り
、
患
者
負
担

金
増
に
な
り
、
患
者
の
た
め
と

言
う
建
前
も
崩
れ
て
き
た
。
結

局
、
経
産
省
や
総
務
省
が
画
策

す
る
Ｉ
Ｔ
業
界
や
企
業
の
儲
か

り
戦
略
の
一
環
と
い
う
今
ま
で

の
医
療
Ｉ
Ｔ
化
戦
略
と
同
様
の

構
図
が
見
え
て
き
た
。

開
業
形
態
の
変
化
で
揺
れ
る
地
域
医
療

下
京
西
部
医
師
会
と
懇
談

1
月
25
日
　
下
京
西
部
医
師
会
会
議
室

出
席
者
12
人
で
開
催
さ

れ
た
下
京
西
部
医
師
会

と
の
懇
談

出
席
者
14
人
で
開
催
さ

れ
た
西
京
医
師
会
と
の

懇
談

偏
在
は
自
由
開
業
制
が
原
因
と
の
指
摘
に
有
効
反
論
を

西
京
医
師
会
と
の
懇
談

1
月
27
日
　
ホ
テ
ル
京
都
エ
ミ
ナ
ー
ス
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―
東
日
本
大
震
災
・
原
発
事
故
後
、

 

医
療
・
法
曹
・
教
育
に
で
き
る
こ
と
―

　2014年から実行委員会として実施
するようになった避難者集団健診。
　避難者も支援者も思いは一つで
す。「子どもたちの健康を守りたい」
「公費による健診を」。実行委員会で
はこの取り組みを１冊のブックレッ
トにまとめました。ぜひお買い求め
下さい。お問合せは協会まで。



　
協
会
は
、
綴
喜
医
師
会
と
の

懇
談
会
を
2
月
4
日
、
新
田
辺

駅
前
Ｃ
Ｉ
Ｋ
ビ
ル
で
開
催
。
地

区
か
ら
9
人
、
協
会
か
ら
5
人

が
出
席
。
綴
喜
医
師
会
の
河
村

宏
副
会
長
の
司
会
で
進
め
ら
れ

た
。

　
冒
頭
、芳
野
二
郎
会
長
は
、国

外
で
は
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
の

ツ
イ
ッ
タ
ー
で
の
発
言
が
い
ろ

い
ろ
と
物
議
を
醸
し
て
い
る
。

一
方
、国
内
で
は
、2
0
1
7
年

度
一
般
会
計
予
算
案
約
97
兆
円

の
内
、
約
34
兆
円
が
社
会
保
障

費
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
大
半

を
赤
字
国
債
で
賄
う
と
の
こ
と

だ
。
今
後
、
消
費
税
10
％
へ
の

増
税
も
控
え
て
い
る
こ
と
も
考

え
る
と
、
日
本
経
済
の
行
く
末

が
非
常
に
懸
念
さ
れ
る
。
さ
ら

に
地
域
医
療
構
想
に
お
い
て

も
、
山
城
北
・
南
と
も
わ
ず
か

に
病
床
が
増
え
る
が
、
多
く
の

患
者
を
在
宅
で
診
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。特
に
、山
城
北
で
は
現

在
の
約
1
・
9
倍
の
患
者
を
在

宅
で
支
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い

な
ど
、
問
題
山
積
で
あ
る
と
あ

い
さ
つ
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
垣

田
理
事
長
の
あ
い
さ
つ
、
協
会

か
ら
情
報
提
供
の
後
、「
2
0

1
8
年
度
に
予
定
さ
れ
る
医
療

　
警
察
等
の
捜
査
機
関
か
ら
患

者
の
状
況
に
つ
い
て
照
会
が

あ
っ
た
会
員
医
療
機
関
よ
り
、

協
会
へ
対
応
の
相
談
が
寄
せ
ら

れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
検
討
を

開
始
し
、
顧
問
弁
護
士
に
確
認

を
行
っ
た
。

　
そ
の
結
果
、「
医
療
・
介
護
関

係
事
業
者
に
お
け
る
個
人
情
報

の
適
切
な
取
扱
い
の
た
め
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」の
Ｑ
＆
Ａ（
厚
生

労
働
省
：
2
0
0
5
年
3
月
作

成
、13
年
4
月
1
日
改
定
）に
、

「
警
察
や
検
察
等
捜
査
機
関
か

ら
の
照
会
や
事
情
聴
取
は
、
個

人
情
報
保
護
法
第
23
条
第
1
項

第
1
号
の
『
法
令
に
基
づ
く
場

合
』
に
該
当
し
、
患
者
本
人
の

同
意
を
得
ず
に
回
答
し
て
も
同

法
違
反
と
は
な
ら
な
い
」
と
の

記
載
が
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
解
釈
に

は
疑
義
が
あ
り
、
原
則
は
患
者

の
同
意
書
を
取
得
す
る
必
要
が

あ
る
と
の
見
解
を
得
た
。

　
協
会
の
医
療
安
全
対
策
部
会

と
し
て
も
、
同
意
書
な
き
情
報

提
供
の
場
合
、
情
報
提
供
し
た

医
療
機
関
が
民
事
上
の
責
任
を

負
い
、
最
悪
の
場
合
患
者
か
ら

逆
恨
み
さ
れ
る
恐
れ
も
な
き
に

し
も
あ
ら
ず
と
の
観
点
か
ら
、

弁
護
士
の
見
解
を
尊
重
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
、
捜
査
機
関

に
対
し
て
患
者
情
報
を
提
供
す

る
際
で
も
、
患
者
本
人
の
同
意

書
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
望

ま
し
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
こ
の
ほ
ど
、
5
月
30
日
施
行

予
定
の
改
正
個
人
情
報
保
護
法

を
受
け
、「
医
療
・
介
護
関
係

事
業
者
に
お
け
る
個
人
情
報
の

適
切
な
取
扱
い
の
た
め
の
ガ
イ

ダ
ン
ス
（
案
）」
に
関
す
る
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
個
人
情

報
保
護
委
員
会
事
務
局
が
3
月

1
日
ま
で
募
集
し
て
い
た
の

で
、
か
ね
て
よ
り
疑
義
が
生
じ

て
い
た
上
記
部
分
に
つ
い
て
、

協
会
顧
問
弁
護
士
と
も
相
談
の

上
、
意
見
集
約
を
行
い
、
疑
問

点
解
消
に
向
け
て
、
下
記
コ
メ

ン
ト
を
弁
護
士
名
で
2
月
9
日

に
提
出
し
た
。一
読
願
い
た
い
。

◇　
　
　
　
◇

　
厚
生
労
働
省
の
「
医
療
・
介

護
関
係
事
業
者
に
お
け
る
個
人

情
報
の
適
切
な
取
扱
い
の
た
め

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
改
正
事

項
の
該
当
箇
所
Ⅲ
1
．（
2
）

①
の
「
改
正
後
」
の
解
釈
に
つ

い
て
の
意
見

（
疑
問
点
）

　
同
改
正
事
項
の
6
行
目
の

「
警
察
や
検
察
等
の
捜
査
機
関

の
行
う
任
意
捜
査
も
、
こ
れ
へ

の
協
力
は
任
意
で
あ
る
も
の

の
、
法
令
上
の
具
体
的
な
根
拠

に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
い
ず
れ
も
『
法
令
に
基

づ
く
場
合
』
に
該
当
す
る

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
」
と

あ
り
ま
す
。

　
こ
の
法
令
上
の
具
体
的

な
根
拠
と
は
、「
個
人
情

報
保
護
法
第
23
条
第
1
項

第
1
号
」
の
「
法
令
に
基

づ
く
場
合
」
に
該
当
す
る
と
さ

れ
、
患
者
本
人
の
同
意
を
得
ず

に
回
答
し
て
も
同
法
違
反
と
は

な
り
ま
せ
ん
と
説
明
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
個
人
情

報
保
護
法
第
23
条
第
1
項
第
1

号
」の「
法
令
に
基
づ
く
場
合
」

と
は
、
何
を
指
す
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
は
、
結
局
、
警
察
や

検
察
等
の
捜
査
機
関
の
行
う
刑

事
訴
訟
法
第
1
9
7
条
第
②
項

に
基
づ
く
任
意
捜
査
を
指
す
も

の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
「
法
令

に
基
づ
く
場
合
」
に
該
当
す
る

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
結

局
、
循
環
論
に
過
ぎ
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
問
題
は
、
個
人
デ
ー
タ
が
患

者
の
診
療
記
録
（
カ
ル
テ
）
の

場
合
に
、
当
該
患
者
の
同
意
の

な
い
場
合
は
、
任
意
捜
査
と
は

言
え
な
い
場
合
が
あ
り
、
刑
事

訴
訟
法
第
1
9
7
条
第
2
項
に

基
づ
く
「
公
私
の
団
体
に
照
会

す
る
報
告
」
の
限
界
を
も
逸
脱

し
て
い
る
場
合
が
あ
る
か
と
思

わ
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
任

意
捜
査
で
は
な
く
、
同
条
第
2

1
8
条
1
項
の
令
状
に
よ
る
検

証
が
必
要
で
し
ょ
う
。

　
こ
れ
は
刑
事
訴
訟
法
第
1
9

7
条
第
1
項
の
「
必
要
な
取
り

調
べ
」
で
あ
り
、
同
但
し
書
の

「
強
制
の
処
分
」
に
当
た
る
も

の
と
し
て
「
こ
の
法
律
に
特
別

の
定
め
の
あ
る
場
合
」
に
該
当

し
て
令
状
に
よ
る
検
証
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

　
そ
の
場
合
に
ど
う
す
る
の
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
単
に
「
法

令
に
基
づ
く
場
合
」
で
あ
る
と

し
て
逃
げ
ら
れ
る
の
で
す
か
。

　
改
正
事
項
の
説
明
に
は
回
答

が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
17
年
2
月
9
日

　
　
京
都
府
保
険
医
協
会

 

顧
問
弁
護
士　
莇　
立
明

大
転
換
」
に
ど
う
対
抗
す
る
か

と
い
う
協
会
か
ら
の
テ
ー
マ
に

つ
い
て
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

　
地
区
か
ら
は
、
ま
ず
総
合
診

療
専
門
医
に
つ
い
て
教
育
シ
ス

テ
ム
と
指
導
医
に
つ
い
て
質
問

が
出
さ
れ
た
。
協
会
か
ら
は
、

大
病
院
が
新
専
門
医
制
度
に
向

け
て
地
方
の
中
小
病
院
等
で
勤

務
す
る
医
師
を
指
導
医
と
し
て

引
き
揚
げ
な
い
と
研
修
に
対
応

で
き
な
い
状
況
等
に
窮
し
、
一

旦
、
延
期
し
た
経
緯
が
あ
る
。

医
師
育
成
の
在
り
方
と
医
療
提

供
と
の
間
に
齟
齬
を
き
た
し
て

い
る
現
状
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
現
時
点
で
は
、
総

合
診
療
専
門
医
の
教
育

は
開
業
医
が
担
う
と
い

う
話
も
あ
る
が
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
な
ど
詳
細
は
不

明
で
あ
る
と
述
べ
た
。

ま
た
、
地
区
か
ら
日
本

専
門
医
機
構
は
地
域
ご

と
に
専
門
医
数
を
制
限

す
る
と
い
う
方
針
を
打

ち
出
し
て
い
る
が
、

い
っ
た
ん
、
専
門
医
資
格
を
取

得
し
た
地
域
を
離
れ
る
際
に

は
、
専
門
医
資
格
が
は
く
奪
さ

れ
る
の
か
。
結
局
は
、
大
都
市

に
専
門
医
が
集
ま
り
、
地
方
で

は
専
門
医
不
足
が
生
じ
る
の
で

は
な
い
か
。
国
は
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
の
か
と
疑
問
を
呈

さ
れ
た
。
協
会
か
ら
は
、
専
門

医
数
の
地
域
ご
と
の
上
限
設
定

は
、
国
の
医
師
管
理
と
の
関
わ

り
で
大
き
な
問
題
に
な
る
と
思

う
と
見
解
を
述
べ
た
。

　
さ
ら
に
、
地
区
か
ら
は
僻
地

医
療
の
問
題
に
つ
い
て
、
若
い

医
師
は
子
弟
の
教
育
問
題
を
は

じ
め
僻
地
に
赴
任
す
る
た
め
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
障
壁
が
あ
る
。

い
ろ
い
ろ
と
問
題
は
あ
っ
た
が

そ
れ
な
り
に
僻
地
医
療
に
貢
献

し
て
い
た
医
局
制
度
が
廃
止
さ

れ
、
有
効
な
手
段
が
見
い
出
せ

な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
一

定
期
間
僻
地
で
の
勤
務
経
験
を

医
師
免
許
交
付
の
条
件
に
す
る

よ
う
な
思
い
切
っ
た
シ
ス
テ
ム

を
導
入
す
る
か
、
そ
れ
が
無
理

な
ら
ば
、
海
外
の
医
師
で
賄
う

ぐ
ら
い
の
覚
悟
が
な
い
と
こ
の

問
題
は
解
消
し
な
い
の
で
は
な

い
か
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

　
協
会
か
ら
は
、
本
来
な
ら
自

治
医
科
大
学
が
そ
の
役
割
を
担

う
は
ず
だ
が
、
現
実
に
は
解
決

の
手
段
と
な
っ
て
い
な
い
。
日

本
は
「
職
業
選
択
の
自
由
」
が

あ
る
の
で
制
限
を
加
え
て
も
、

法
的
に
ど
こ
ま
で
で
き
る
か
は

悩
ま
し
い
と
こ
ろ
だ
。
医
療
を

担
う
開
業
医
か
ら
も
声
を
上
げ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

述
べ
た
。
そ
の
他
に
も
、「
か

か
り
つ
け
医
」
制
度
や
高
齢
者

医
療
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
意

見
交
換
を
行
っ
た
。

　
最
後
に
、
森
岡
稔
勝
副
会
長

が
、
ま
と
め
て
い
た
だ
い
た
資

料
や
デ
ー
タ
は
今
後
地
域
で
の

活
動
に
活
か
し
て
い
き
た
い
。

我
々
も
協
会
の
理
事
に
負
け
な

い
よ
う
に
、
地
域
で
頑
張
っ
て

い
き
た
い
と
締
め
く
く
ら
れ
た
。 　

核
兵
器
禁
止
条
約
に
向
け
た

日
本
政
府
の
積
極
的
役
割
発
揮

を
求
め
て
、
近
畿
反
核
医
師
懇

談
会
、
反
核
医
師
の
会
、
保
団

連
非
核
平
和
部
の
3
者
は
昨
年

9
月
30
日
に
続
い
て
2
月
24
日

に
、
外
務
省
要
請
を
行
っ

た
。

　
反
核
医
師
の
会
の
共
同

代
表
で
保
団
連
副
会
長
の

飯
田
哲
夫
京
都
協
会
理
事

ら
10
人
が
同
省
を
訪
問

し
、
要
請
書
を
手
渡
し
懇

談
し
た
。
対
応
し
た
の
は

外
務
省
軍
縮
不
拡
散
・
科

学
部
軍
備
管
理
軍
縮
課
の

課
長
の
村
上
顯
樹
氏
。

　
昨
年
末
の
国
連
総
会
で

核
兵
器
禁
止
条
約
の
交
渉

会
議
を
2
0
1
7
年
に
開

始
す
る
と
い
う
決
議
案
が

賛
成
多
数
で
決
議
さ
れ
た

が
、
日
本
は
反
対
を
投
じ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
①
唯
一
の
戦

争
被
爆
の
政
府
と
し
て
、
核
兵

器
の
廃
絶
に
向
け
て
積
極
的
な

役
割
を
果
た
す
こ
と
②
核
兵
器

禁
止
条
約
の
交
渉
に
「
核
兵
器

の
禁
止
に
向
け
た
速
や
か
な
努

力
」
を
行
う
立
場
で
参
加
す
る

こ
と
―
の
2
項
目
で
要
請
を

行
っ
た
。

　
村
上
氏
は
、
核
兵
器
禁
止
条

約
の
交
渉
会
議
を
招
集
す
る
国

連
の
決
議
に
反
対
し
た
日
本
政

府
の
立
場
に
つ
い
て
、
決
議
は

核
保
有
国
と
非
保
有
国
の
亀
裂

を
深
め
る
も
の
で
あ
り
、
双
方

と
協
力
し
つ
つ
核
廃
絶
を
現
実

的
、
実
践
的
に
進
め
る
こ
と
だ

と
説
明
。
交
渉
へ
の
参
加
に
つ

い
て
は
政
府
全
体
で
検
討
中
だ

と
し
た
。

　
条
約
の
交
渉
会
議
は
、
9
月

27
日
か
ら
国
連
本
部
で
始
ま

る
。
日
本
政
府
の
動
向
に
注
視

し
な
が
ら
、
引
き
続
き
外
務
省

に
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
く
。

僻
地
医
療
に
は
大
胆
な
政
策
が
必
要

綴
喜
医
師
会
と
懇
談

2
月
4
日　

新
田
辺
駅
前
Ｃ
Ｉ
Ｋ
ビ
ル

出
席
者
14
人
で
開
催
さ

れ
た
綴
喜
医
師
会
と
の

懇
談

核
兵
器
禁
止
に
向
け

速
や
か
な
努
力
を

 

外
務
省
に
2
度
目
の
要
請

外
務
省
の
村
上
課
長
（
左
手
前
）
と

懇
談
す
る
飯
田
理
事
ら

患
者
情
報
の
提
供
で
意
見
提
出

捜
査
機
関
か
ら
の
照
会
で
も
同
意
は
必
要 

!

病院は事故にどのように対処するか
～現場での体験を踏まえて～

　今回は、講師にＡＬＳを患う夫を医療事故で亡くされた北田淳子氏を迎え、
医療安全担当者交流会を開催いたします。北田氏は夫を亡くされた後、当該病
院に勤務され、患者・家族の声に耳を傾けその声を医療者にフィードバックす
る業務に従事されています。患者・医療機関双方の立場を経験されているから
こそお話しいただける講演になると思いますので、奮ってご参加下さい。

日　時 5月30日（火）午後２時～
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
演　者 阪南中央病院医療安全管理部
 患者情報室「とまり木」　北田 淳子 氏

医療安全担当者交流会

参加費 無料
定　員 60人

要
申
込

お申込は協会まで

2 0 1 7 年 (平成 2 9 年) 3 月 2 5 日 第 2 9 9 5 号京 都 保 険 医 新 聞( 3 ) 毎月 10日･25日発行



グループ保険（死亡・後遺障がい保障）始めます!!
　協会ではこのたび、新たな共済制度とし
てグループ保険（生命保険）の取扱いを開
始します。４月より募集し、加入は８月１
日より随時です。ぜひご検討下さい。詳細
は協会事務局まで。

※ グループ保険お申込みの場合は、「保険医共済会」の入会
金が必要（初回掛け金とともに1,000円徴収）

「グループ保険」にご加入いただくと、さらに
★先進医療費用補償に本人負担０円でお申込みできます
　（保険医共済会福利厚生制度として）

◎安い掛金で大きな保障
例えば、35歳男性の先生の場合
4,000万円保障で　月額 3,760円

◎医師の審査はなく、健康状態等の告知による申込み
書面告知で申込みは簡単！
協会事務局の対応も親切・丁寧

◎余剰金が生じたときは１年ごとに配当金
これまでのグループ保険の配当実績　最近３年平均 27％

2 0 1 7 年 (平成 2 9 年) 3 月 2 5 日第 2 9 9 5 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 4 )毎月 10日･25日発行

日常診療に
役に立つ！

　2016年４月に発行した『社会保険診療提要』に、
その後に発出された疑義解釈を加えた、17年４月30
日現在の診療報酬点数表（①）を発行します。希望
会員のみ有料で販売とし、無料配布はしませんので
ご注意下さい。お早めにご注文をお願いします。
　②は会員には１冊無料で送付していますが、追加
希望の方はお申込み下さい。
　③④⑤も希望会員のみ有料で販売しています。数
に限りがありますので、お早めに。申込は協会まで。

保険請求関連書籍等のご案内

② 

公
費
負
担
医
療
等
の
手
引

（
2
0
1
5
年
11
月
）

③ 

保
険
診
療
の
手
引

（
2
0
1
6
年
4
月
版
）

④ 

届
出
医
療
等
の
活
用
と

留
意
点

（
2
0
1
6
年
度
〜
2
0
1
7
年
度
版
）

⑤ 

在
宅
医
療
点
数
の
手
引

（
2
0
1
6
年
度
改
定
版
）

① 

社
会
保
険
診
療
提
要

（
２
０
１
６
年
４
月
／ 

 

２
０
１
７
年
４
月
増
補
版
）

※ 左記の積立額は、現在
の予定利率で計算して
います。短期のご利用
では手数料との関係で
積立金が掛金を下回り
ます。詳しくは、４月10
日発送の年金パンフ
レットをご覧下さい。

引受保険会社： 三井生命（幹事）・明治安田生命・富国生命・日本生命・太陽生命・第一生命

4月1日より
普及開始! 保険医年金 加入申込

受付期間 6月20日（火）まで
※2017年９月１日付加入

（2016年 9 月 1 日現在）

月　払  1 口 1 万円 30口限度（月30万円）

一時払  1 口50万円 毎回40口（2,000万円）

1.259％予定利率
（最低保証利率）

加入
資格

満74歳までの協会会員
※月払増口・一時払申込みは満79歳まで

加入
口数

※昨年度実績：1.469％（予定利率1.259％＋配当0.210％）

自在性の
ポイント

45歳から加入（加入期間25年）

70歳から10年確定で受給の場合

月払 10 口加入

約30万円
約3,580万円

年金月額

受給総額

【掛金総額 3,000万円】 80
歳

70
歳

45
歳

利息 約580万円
受給
総額
約
3,580
　 万円

掛金
 3,000万円

3,200円 5,000円

送料別（税込）4,650円

5,000円 3,000円

保険診療を行う上でなくてはならない1冊。
2016年の改定後に出された疑義解釈や訂正
通知を盛り込んでいます。（写真は2016年版）

2016年4月/
2017年4月
増補版

リニューアル

保険医協会は

医療機関のリスクを
まるごとサポート
　保険医協会は医療機関や会員医師・ご家
族・医療従事者を取り巻くリスクに対応でき
る各種制度をご用意しています。リスク対策
は万全かいま一度ご確認下さい。

　医師・医療機関にとって賠償責任への備えは必須
です。保険医協会の保険は会員のみなさまからのニー
ズにお応えして、多様な補償をご用意しています。

案内パンフレット〈2017年度版〉を本紙2989号と
一緒にお送りしました。加入申込は随時受け付けて
います。お問い合わせは京都府保険医協会まで。

いつでも加入・型変更ができます

医療行為・医療施設（建物・設備）や給食に基づく賠償責任
医 師 賠 償 責 任 保 険

介護サービス等に基づく賠償責任
介護福祉事業者等賠償責任保険

個人情報取扱者としての賠償責任
個 人 情 報 漏 え い 保 険

針刺し事故等への備え、従業員の福利厚生に
針 刺し事 故 等 補 償プラン

針刺し事故感染症見舞金補償プラン

＊ コツコツ貯める月払、まとまった余裕資金を
一時払で着実に積立て。

＊ 必要な時に、いつでも口数単位で解約可能。
＊ 掛金払込みの中断・再開ができます。

＊ 年金受取開始は、加入５年後から80歳（満期）
の間で自由。受給方法は、定額型確定年金
（10・15年）と逓増型確定年金（15・20年）の
４種類の中から、受給開始時に選択。

＊ 万一の場合は、ご遺族が遺族一時金または
年金として全額受給。

4 月27日木 午後２時～４時日　時

労災補償保険、自賠責保険に取り組まれる新規開
業医療機関の医師と従事者を対象に、押さえてお
くべき基礎的な事項を解説します。

京都府保険医協会・ルームA
無料（要事前申込）

場　所

参加費

労災補償保険、自賠責保険
の基礎知識

A・B・C・Dともに新規開業以外の方も参加OK‼

新 講 習 会 、は じ ま り ま す ! !NEW

「保険講習会D」のご案内



（
40
歳
代
後
半
女
性
）

〈
事
故
の
概
要
と
経
過
〉

　
不
正
出
血
が
続
く
の
で
来
院

し
た
。
診
察
し
て
明
ら
か
な
出

血
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

子
宮
頚
部
細
胞
診
を
施
行
し

た
。
5
カ
月
後
に
再
度
出
血
で

来
院
し
て
経
過
観
察
と
し
た

が
、
そ
の
後
も
出
血
で
複
数
回

来
院
し
て
き
た
。
数
カ
月
が
経

過
し
て
、
別
の
Ａ
医
療
機
関
に

お
い
て
類
内
膜
腺
癌
と
診
断
さ

れ
、
入
院
し
て
手
術
が
施
行
さ

れ
た
。
な
お
、
再
発
の
兆
候
は

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
患
者
側
の
主
張
は
以
下
の
通

り
。

　
①
何
度
も
来
院
し
た
の
に
子

宮
内
膜
ス
メ
ア
の
検
査
を
し
な

か
っ
た
②
類
内

膜
腺
癌
の
発
見

の
遅
延
に
よ

り
、
癌
が
必
要

以
上
に
進
行
し

た
の
で
は
な
い
か
③
複
数
回
の

プ
ラ
ノ
バ
ー
ル
Ⓡ
投
与
で
腹
痛

が
生
じ
た
④
癌
が
再
発
し
た
場

合
の
医
療
機
関
側
の
対
処
―
。

　
医
療
機
関
側
と
し
て
は
、
①

に
関
し
て
、
も
っ
と
早
期
に
検

査
を
し
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
。

②
に
関
し
て
は
根
拠
を
持
っ
て

断
言
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

③
プ
ラ
ノ
バ
ー
ル
Ⓡ
を
投
与
し

続
け
た
の
は
、
患
者
が
プ
ラ
ノ

バ
ー
ル
Ⓡ
を
服
用
す
る
と
腹
痛

が
生
じ
る
の
で
、
服
用
す
る
の

を
独
断
で
中
止
し
た
た
め
、
確

実
に
服
用
す
る
た
め
に
何
度
も

処
方
し
た
。
④
に
関
し
て
は
不

確
定
な
こ
と
で
あ
り
、
当
該
医

療
機
関
と
し
て
は
見
解
を
控
え

た
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
紛
争
発
生
か
ら
解
決
ま
で
約

1
カ
月
間
要
し
た
。

〈
問
題
点
〉

　
以
下
の
通
り
チ
ェ
ッ
ク
を

行
っ
た
。

　
①
40
歳
代
後
半
女
性
の
場
合

は
、
出
血
が
止
ま
ら
な
い
場
合

に
子
宮
体
癌
を
疑
う
の
は
当
然

で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
Ａ

医
療
機
関
の
確
定
診
断
か
ら
半

　
国
家
主
義
を
教
育
現
場
に
持
ち
込

む
教
育
基
本
法
改
悪
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
侵
害
、
情
報
公
開
や
報
道
の
自

由
の
阻
害
な
ど
を
も
た
ら
す
特
定
秘

密
保
護
法
、
憲
法
が
認
め
な
い
集
団

的
自
衛
権
を
容
認
す
る
安
全
保
障
関

連
法
、
そ
し
て
戦
前
の
思
想
・
言
論

弾
圧
に
猛
威
を
ふ
る
っ
た
治
安
維
持

法
を
想
起
す
る
共
謀
罪
。
こ
れ
ら
に

通
底
す
る
も
の
は
な
に
か
、
そ
し
て

そ
れ
は
私
た
ち
に
な
に
を
も
た
ら
す

の
か
。

　
共
謀
罪
と
は
、
犯
罪

に
つ
い
て
、
2
人
以
上

の
者
が
話
し
合
っ
て
合

意
＝
共
謀
す
る
だ
け
で

い
）、
予
備
は
さ
ら
に
例
外
的
な
も

の
で
あ
り
、
殺
人
・
強
盗
・
放
火
な

ど
重
大
犯
罪
に
限
定
さ
れ
、
予
備
の

一
つ
で
あ
る
共
謀
の
処
罰
は
、
い
わ

ば
危
険
な
意
思
の
処
罰
は
、
内
乱
陰

謀
罪
、
私
戦
陰
謀
罪
な
ど
特
殊
な
場

合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ

の
共
謀
罪
法
案
の
対
象
は
6
0
0
を

超
え
る
。

　
政
府
は
「
国
連
越
境
犯
罪
防
止
条

約
」
の
批
准
に
共
謀
罪
制
定
が
必
須

だ
と
し
て
い
る
が
、
日
弁
連
に
よ
れ

ば
、
そ
の
必
要
性
は
な
い
。
ま
た
テ

ロ
対
策
に
関
し
て
は
す
で
に
、
例
外

的
に
定
め
ら
れ
た
陰
謀
罪
8
、
共
謀

罪
15
、
予
備
罪
40
、
準
備
罪
9
も
あ

り
、
共
謀
共
同
正
犯
も
認
め
ら
て
い

る
。
ま
た
テ
ロ
に
関
す
る
国
際
条
約

は
「
核
に
よ
る
テ
ロ
行
為
の
防
止
」

を
除
い
て
、
す
べ
て
批
准
し
て
い

て
、
条
約
に
定
め
ら
れ
た
行
為
を
国

内
法
で
犯
罪
と
規
定
し
、
未
遂
以
前

か
ら
処
罰
で
き
る
体
制
に
す
で
に
あ

や
労
働
運
動
も
共
謀
罪
の
捜
査
対
象

に
な
り
得
て
し
ま
う
。
人
と
人
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
が

犯
罪
行
為
と
な
る
の
で
、
盗
聴
な
ど

捜
査
上
の
人
権
侵
害
も
起
こ
り
や
す

い
。
共
謀
罪
が
持
つ
こ
の
よ
う
な
根

本
的
な
問
題
は
、
い
か
よ
う
な
条
件

を
付
け
加
え
て
も
防
ぐ
こ
と
は
で
き

ず
、
そ
れ
は
我
々
の
自
由
と
人
権
を

阻
害
す
る
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。

 

（
政
策
部
会
・
飯
田 

哲
夫
）

る
。
こ
の
よ
う
に
共
謀
罪
の
必
要
性

の
根
拠
は
ま
や
か
し
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
で
は
今
な
ぜ
そ
れ
を
制
定

し
よ
う
と
す
る
の
か
。
そ
の
真
の
狙

い
は
何
か
。

　
そ
も
そ
も
心
の
内
に
あ
る
犯
意
・

合
意
の
有
無
、
そ
れ
が
犯
罪
に
当
た

る
か
な
ど
の
判
断
は
第
三
者
か
ら
見

て
き
わ
め
て
分
か
り
に
く
い
。
そ
の

段
階
か
ら
処
罰
す
る
と
す
る
と
、
捜

査
機
関
の
判
断
に
よ
る
恣
意
的
な
捜

査
・
検
挙
や
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害

が
容
易
に
起
こ
り
得

る
。
ま
た
政
府
に
と
っ

て
好
ま
し
く
な
い
と
判

断
さ
れ
れ
ば
市
民
運
動

処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
法
案
。
犯

罪
は
犯
意
が
生
ま
れ
（
共
犯
の
場
合

は
合
意
を
経
て
）
準
備
さ
れ
（
予

備
）、
実
行
に
着
手
し
（
未
遂
）、
実

行
の
結
果
が
生
じ
る
（
既
遂
）。
そ

し
て
刑
法
は
既
遂
を
処
罰
の
対
象
と

す
る
の
を
原
則
と
し
、
未
遂
は
特
に

法
に
定
め
ら
れ
た
例
外
的
な
も
の

（
こ
の
場
合
も
侵
害
の
危
険
性
を
発

生
さ
せ
た
こ
と
が
対
象
で
あ
り
、
危

険
な
意
思
が
処
罰
の
対
象
で
は
な 共

　
　
謀
　
　
罪

年
前
に
は
子
宮
体
癌
を
疑
い
、

適
切
な
検
査
を
し
て
お
く
べ
き

で
は
な
か
っ
た
か
。

　
↓
も
っ
と
早
期
に
検
査
を
し

て
お
く
べ
き
だ
っ
た
。

　
②
内
膜
肥
厚
な
い
と
の
当
該

医
師
の
根
拠
は
何
か
。
コ
ル
ポ

ス
コ
ピ
ー
や
子
宮
内
膜
掻
把
等

の
検
査
を
施
行
し
た
の
か
。

　
↓
両
方
と
も
実
施
し
て
い
な

い
。

　
③
抗
生
剤
と
子
宮
収
縮
剤
の

名
称
は
具
体
的
に
何
で
あ
る
か
。

　
↓
抗
生
剤
＝
ト
ミ
ロ
ン
Ⓡ
錠
、

子
宮
収
縮
剤
＝
マ
レ
イ
ン
酸
メ

チ
ル
エ
ル
ゴ
メ
ト
リ
ン
Ⓡ
錠
。

　

④Stage I bG
1

で
は
再

発
の
危
険
性
は
小
さ
い
か
。

　
↓
断
言
は
で
き
な
い
が
、
再

発
の
可
能
性
は
小
さ
い
。
な

お
、
再
発
時
に
も
診
断
の
遅
れ

と
因
果
関
係
が
あ
る
か
否
か
不

明
と
な
ろ
う
。

　
⑤
Ａ
医
療
機
関
に
お
け
る
手

術
は
、
た
と
え
半
年
前
に
癌
が

発
見
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
時

点
で
適
応
の
あ
っ
た
可
能
性
は

あ
る
が
、
診
断
遅
れ
の
た
め
、

不
必
要
な
手
術

が
付
加
さ
れ
た

か
否
か
は
後
に

調
べ
る
つ
も
り

だ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
そ
の
時
点
で
の
患
者
の

確
認
さ
れ
る
損
害
は
、
約
1
8

0
日
間
の
診
断
の
遅
れ
の
み
。

　
↓
患
者
は
子
宮
摘
出
術
の
み

で
済
ん
だ
可
能
性
を
示
唆
し
て

い
る
が
、
リ
ン
パ
節
郭
清
は
早

期
に
癌
を
発
見
し
て
い
た
場
合

に
必
要
な
か
っ
た
か
否
か
判
断

で
き
な
い
。

　
癌
に
つ
い
て
は
も
っ
と
早
期

診
断
の
遅
れ
が
認
め
ら
れ
た
ケ
ー
ス

　
Ｑ
、
14
年
改
定
で
、
Ｄ
0
1

8
細
菌
培
養
同
定
検
査
と
Ｄ
0

2
3「
3
」の
淋
菌
お
よ
び
ク
ラ

ミ
ジ
ア
・
ト
ラ
コ
マ
チ
ス
同
時

核
酸
検
出
を
併
せ
て
実
施
し
た

場
合
は
、
主
た
る
も
の
の
み
算

定
す
る
こ
と
に
さ
れ
た
が
、
淋

病
、
ク
ラ
ミ
ジ
ア
感
染
症
の
他

に
、
別
の
感
染
症
を
疑
い
細
菌

培
養
同
定
検
査
を
行
っ
た
場
合

も
、別
に
算
定
で
き
な
い
の
か
。

　
Ａ
、
算
定
で
き
ま
す
。
16
年

改
定
で
同
時
に
算
定
で
き
な
い

細
菌
培
養
同
定
検
査
は
、「
淋

菌
お
よ
び
ク
ラ
ミ
ジ
ア
に
よ
る

感
染
を
疑
っ
て
実
施
す
る
も

の
」
に
限
る
こ
と
に
変
更
さ
れ

て
い
ま
す
。

に
疑
う
べ
き
で
あ
り
、
漫
然
と

診
察
を
続
け
て
い
た
と
主
張
さ

れ
て
も
反
論
し
難
く
、
し
た

が
っ
て
診
断
の
遅
れ
は
認
め
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
子
宮
摘
出
の
み
で
済
ん
だ

は
ず
と
の
患
者
の
手
術
に
関
す

る
主
張
に
つ
い
て
は
、
医
学
的

に
断
定
で
き
な
か
っ
た
。

〈
結
果
〉

　
医
療
機
関
側
は
全
面
的
に
過

誤
を
認
め
て
賠
償
金
を
支
払
い

示
談
し
た
。な
お
、今
後
の
患
者

の
予
後
に
関
す
る
賠
償
に
つ
い

て
は
、
癌
の
再
発
の
可
能
性
は

低
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
、
民

法
第
95
条
に
則
り
、
仮
に
再
発

し
た
場
合
に
は
そ
の
時
点
で
再

交
渉
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
患

者
側
に
伝
え
て
納
得
を
得
た
。

医療機関の
防災対策は
万全ですか?!

月刊保団連臨時増刊
『保険医のための
 防災対策必携』
会員特価 500円

性
感
染
症
検
査
の
併
算
定
に
つ
い
て

　医院経営において、従業員は大切な役割。実践形式の講習を取り入
れ、楽しく・わかりやすく・ためになると毎回好評いただいている研修
です。医療機関の勤務経験が短い方を対象に、医療従事者に必要な「接
遇」「医療安全」「保険基礎知識」の３分野について、基礎をしっかり学
んでいただけます。

日　時 4 月12日（水）、13日（木）午後２時～４時
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
内　容
　［ 4月12日］①接遇講習
  「医院・診療所での接遇マナー研修・初級編」
  講 師：㈱JAPAN・SIQ協会　谷　洋子 氏
　［ 4月13日］②医療安全
  「医事紛争から見た医療従事者としての心構え」
  講 師：医療安全対策部会副理事長　林　一資 氏
  ③保　　険
  「知っておきたい保険基礎知識（請求留意事項）」
  講 師：保険部会理事　種田 征四郎 氏

新しく医療機関に勤められた方の研修会

お申込は協会まで

定員各40人
要申込

日　時 4 月 8 日（土）午後２時～４時
 （講演後、午後４時～総会議事）
場　所 大谷ホール（しんらん交流館２Ｆ）
 烏丸通花屋町西入ル（東本願寺の北隣）

内　容 Ⅰ．  西の原発銀座を
「第二のフクシマ」に
させないために

  福井県医療生活協同組合光陽生協クリニック
 院長　平野 治和 氏
 Ⅱ． 福井における原発訴訟の現状
  原発問題住民運動福井県連絡会

事務局長　林　広員 氏
主　催 核戦争防止・核兵器廃絶を訴える京都医師の会
 ＩＰＰＮＷ京都府支部

参加無料
要申込

（定員100人）

反核京都医師の会
第37回定期総会

五条通

烏
丸
通

西
洞
院
通

東
本
願
寺

花屋町通

地下鉄
五条駅大谷ホール

市民公開講演会 どなたでもご参加いただけます！

2 0 1 7 年 (平成 2 9 年) 3 月 2 5 日 第 2 9 9 5 号京 都 保 険 医 新 聞( 5 ) 毎月 10日･25日発行
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翌
朝
7
時
、
ア
ン
ツ
ィ
ラ
ベ

出
発
、
西
の
ム
ル
ン
ダ
バ
ま
で

の
5
0
0
㎞
、
8
時
間
の
行
程

だ
。
市
街
を
出
る
と
す
ぐ
に
見

渡
す
ば
か
り
の
大
荒
野
、
砂

礫
、
砂
山
と
単
調
こ
の
上
な

い
。
小
村
落
の
家
屋
の
大
部
分

は
葦
造
り
、
板
囲
い
が
目
に
つ

く
。
野
火
の
せ
い
も
あ
る
の
だ

ろ
う
が
、
広
い
範
囲
で
黒
焦
げ

の
帯
が
見
え
る
。
お
ま
け
に
木

炭
を
作
る
た
め
伐
採
さ
れ
道
路

わ
き
に
は
高
い
樹
々
は
ほ
と
ん

ど
な
く
、
背
の
低
い
灌
木
群
し

か
育
っ
て
い
な
い
。
木
炭
作
成

は
11
月
、
雨
季
が
く
る
ま
で
に

終
え
て
お
く
の
だ
と
い
う
。
34

号
線
、
35
号
線
と
進
む
が
国
道

と
い
っ
て
も
窪
地
、
路
肩
崩
れ

が
多
い
。
通
行
車
両
は
わ
ず
か

で
、
移
動
す
る
人
の
大
部
分
は

歩
く
か
自
転
車
、
リ
ヤ
カ
ー
で

あ
る
。途
中
、ほ
と
ん
ど
の
橋
は

川
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
一

車
線
で
対
面
通
行
は
で
き
な
い
。

　
中
規
模
の
村
落
で
あ
っ
て

も
、
ま
し
な
建
物
は
教
会
し
か

目
に
し
な
か
っ
た
が
、
目
的
地

に
近
づ
く
に
つ
れ
、
家
屋
の

数
、
建
築
材
に
も
石
積
み
、
外

壁
塗
装
の
住
宅
が
増
え
て
き

た
。
途
中
、
数
頭
の
牛
を
引
き

連
れ
て
い
る
一
団
に
出
会
っ

た
。
1
人
、
こ
れ
見
よ
が
し
に

銃
を
肩
に
掲
げ
た
男
が
い
る
。

夜
陰
に
乗
じ
て
家
畜
小
屋
に
忍

び
込
ん
で
く
る
牛
泥
棒
を
撃
つ

こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
殺
害
し

て
も
事
件
に
も
な
ら
ず
、
罪
に

も
問
わ
れ
な
い
と
い
う
の
だ
。

　
途
中
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
作
っ
た
日

の
丸
が
鮮
や
か
に
ペ
イ
ン
ト
さ

れ
た
上
水
道
用
タ
ン
ク
が
道
路

わ
き
に
見
ら
れ
た
。
こ
こ
は
Ｊ

Ｉ
Ｃ
Ａ
が
活
動
し
た
ベ
マ
ノ
ン

ガ
村
で
、
学
校
建
設
も
援
助
し

て
い
る
。

　
こ
の
あ
た
り
か
ら
遠
く
に
バ

オ
バ
ブ
の
巨
木
が
点
在
す
る
の

が
見
え
て
き
た
。

　
ム
ル
ン
ダ
バ
の
手
前
で
曲
が

り
、
ほ
ど
な
く
進
む
と
、「
双

子
の
バ
オ
バ
ブ
」、「
バ
オ
バ
ブ

の
並
木
道
」、「
愛
す
る
バ
オ
バ

ブ
」
な
ど
、
ま
さ
に
今
ま
で
抱

い
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
そ
の
ま
ま

の
雄
大
さ
で
迫
っ
て
く
る
。
そ

れ
ぞ
れ
が
7
階
建
て
の
高
さ
に

も
達
し
、
あ
た
か
も
空
に
向

か
っ
て
手
を
伸
ば
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。

　
バ
オ
バ
ブ
は
セ
ネ
ガ
ル
語
で

「
王
様
の
木
」、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル

語
で
は
「
レ
ナ
ラ
、
森
の
母

（
R
E
N
Y
母
＋
A
L
A
森
）」

と
い
い
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ア
フ
リ
カ
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
で

み
ら
れ
世
界
で
10
種
類
も
あ

り
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
全
島
で
8

種
、
こ
こ
ム
ル
ン
ダ
バ
で
み
ら

れ
る
の
は
グ
ラ
ン
デ
ィ
デ
ィ
エ

リ
（
有
名
な
バ
オ
バ
ブ
の
並
木

道
）、
フ
ニ
ー（
観
光
客
に
人
気

の「
愛
し
合
う
バ
オ
バ
ブ
」は
こ

の
種
類
）、
ザ
ー
の
3
種
類
。

葉
は
食
用
、
実
は
そ
の
ま
ま

食
用
や
ジ
ュ
ー
ス
、
種
か
ら

食
用
油
、
幹
の
皮
は
住
宅
の

壁
、
建
築
材
と
し
て
利
用
さ

れ
る
。

　
バ
オ
バ
ブ
の
木
は
高
さ
18

〜
30
ｍ
で
胴
回
り
7
〜
10

ｍ
、
内
部
が
空
洞
に
な
る
こ

と
が
多
く
、
砂
漠
地
帯
、
サ

ヴ
ァ
ン
ナ
で
見
ら
れ
、
樹
齢

は
数
百
年
か
ら
数
千
年
と
い

わ
れ
る
。
こ
こ
ム
ル
ン
ダ
バ

の
並
木
周
辺
で
25
〜
30
本
観
察

で
き
る
。
し
か
し
、
近
年
農
地

拡
大
、
サ
イ
ク
ロ
ン
な
ど
に
よ

り
数
が
減
り
続
け
て
い
る
と
い

う
。
1
9
4
3
年
、
ア
メ
リ
カ

で
出
版
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
人
の

飛
行
士
・
小
説
家
で
あ
る
ア
ン

ト
ワ
ー
ヌ
・
ド
・
サ
ン
＝
テ
グ

ジ
ュ
ペ
リ
の
『
星
の
王
子
さ

　
大
谷
成
裕
氏
（
享
年
57
、
左

京
）
6
月
22
日
ご
逝
去
。

　
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
。

訃
　
報

白
色
確
定
申
告
説
明
会
開
く

所
得
税
等
の
改
定
点

　
16
年
分
所
得
税
等
に
関
す
る

主
な
改
定
点
は
、
①
多
世
代
同

居
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
に
関
す
る

控
除
が
新
設
さ
れ
た
②
被
相
続

人
の
居
住
用
家
屋
を
売
却
す
る

場
合
に
お
い
て
、
一
定
の
条
件

の
も
と
譲
渡
所
得
3
0
0
0
万

円
の
特
別
控
除
の
適
用
が
で
き

る
こ
と
と
な
っ
た
③
確
定
申
告

書
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が

必
要
に
な
っ
た
こ
と
等
―
。

　
③
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載

し
た
場
合
は
、
本
人
確
認
書
類

の
提
示
ま
た
は
写
し
の

添
付
が
必
要
（
た
だ

し
、
扶
養
家
族
の
本
人

確
認
は
不
要
）。電
子
申

告
す
る
場
合
は
、
番
号

入
力
の
み
で
本
人
確
認

は
不
要
と
な
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
協
会
で
は
、
申
告
書

等
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が

な
く
て
も
税
務
署
で
は
受
理
さ

れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

　
そ
の
他
、
住
宅
取
得
資
金
贈

与
の
非
課
税
限
度
額
が
昨
年
分

よ
り
減
額
さ
れ
て
い
る
。
一
般

の
住
宅
用
家
屋
で
1
0
0
0

シ
ョ
ン
税
制
の
創
設
②
配
偶
者

控
除
お
よ
び
配
偶
者
特
別
控
除

の
見
直
し
等
―
。
①
は
、
居
住

者
が
17
年
1
月
1
日
か
ら
21
年

12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
自
己

ま
た
は
自
己
と
生
計
を
一
に
す

る
配
偶
者
、
そ
の
他
親
族
に
係

る
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入

費
を
支
払
っ
た
場
合
に
お
け
る

新
た
な
医
療
費
控
除
で
あ
る
。

特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費

の
金
額
の
合
計
額
が
年
間
1
万

2
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
そ

の
超
え
る
部
分
の
金
額
（
8
万

8
千
円
を
限
度
）
を
控
除
額
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
健
康
の

保
持
増
進
お
よ
び
疾
病
の
予
防

と
し
て
、
一
定
の
取
り
組
み

（
健
康
診
査
、
が
ん
検
診
等
）

を
し
て
い
る
こ
と
が
要
件
と
な

る
。
従
来
の
医
療
費
控
除
と
の

選
択
適
用
に
な
る
の
で
、
領
収

書
を
分
け
て
保
管
し
て
お
き
、

ど
ち
ら
が
有
利
か
は
1
年
経
っ

て
か
ら
判
断
す
る
。

　
協
会
は
鴨
井
勝
也
税
理
士
を
講
師
に
、
2
0
1
6
年
分
白
色
確
定
申
告
説
明
会
を
2
月

15
日
に
開
催
。
16
年
分
確
定
申
告
の
所
得
税
に
つ
い
て
の
主
な
改
定
点
等
を
解
説
す
る
と
と

も
に
、
申
告
書
の
書
き
方
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
参
加
者
は
17
人
。万

円
か
ら
7
0
0
万
円
、
良
質

な
住
宅
用
家
屋
（
耐
震
・
エ
コ

住
宅
）
で
1
5
0
0
万
円
か
ら

1
2
0
0
万
円
に
な
っ
て
い
る
。

17
年
以
降
の
改
定
点

　
17
年
分
以
降
の
主
な
改
定
点

は
、
①
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー

改
定
点
の
解
説
を
中
心
に

ま
』
で
は
、
放
置
す
る
と
星
を

破
壊
す
る
有
害
な
巨
木
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
が
、
バ
オ
バ
ブ

の
樹
々
は
ま
さ
に
「
悪
魔
が
引

き
抜
い
て
逆
さ
ま
に
突
っ
込
ん

だ
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
木
が
逆
さ
ま
に
な
っ
て
、

根
っ
こ
が
上
に
あ
る
み
た
い
に

見
え
る
。
ま
る
で
別
の
惑
星
に

来
た
よ
う
な
不
思
議
な
光
景
が

広
が
り
、
サ
ン
＝
テ
グ
ジ
ュ
ペ

リ
も
実
際
に
こ
の
地
を
訪
れ
た

に
違
い
な
い
。
樹
木
群
全
体
を

見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
広
い
草

地
で
各
国
の
観
光
客
と
と
も
に

夕
日
が
沈
む
の
を
待
つ
。
意
外

と
長
く
夕
焼
け
が
残
り
、
そ
し

て
突
然
暗
黒
に
包
ま
れ
た
。
並

木
道
か
ら
ム
ル
ン
ダ
バ
市
内
ま

で
18
㎞
、
海
岸
沿
い
の
ホ
テ
ル

「
レ
ナ
ラ
」
へ
。

　
②
で
は
、
18
年
1
月
よ
り
、

配
偶
者
控
除
「
世
帯
主
の
年
収

の
う
ち
38
万
円
を
課
税
対
象
か

ら
差
し
引
い
て
所
得
税
を
減
ら

す
仕
組
み
」
で
、
対
象
と
な
る

配
偶
者
の
年
収
上
限
が
1
0
3

万
円
か
ら
1
5
0
万
円
に
引
き

上
げ
ら
れ
る
。
配
偶
者
特
別
控

除
「
配
偶
者
の
年
収
1
0
3
万

円
超
〜
1
4
1
万
円
未
満
な
ら

一
定
額
（
最
高
38
万
円
）
を
差

し
引
け
る
仕
組
み
」
で
は
、
配

ぜ
ひ
、ご
利
用
下
さ
い
！

　
協
会
は
専
門
家
対
応
に
よ
る

各
種
相
談
を
、
随
時
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
事
務
局
ま
で
お
申

込
み
下
さ
い
。

▽
法
律
▽
税
務
▽
雇
用
管
理
▽
建

築
▽
資
産
運
用
▽
廃
棄
物
処
理

※ 

専
門
家
は
複
数
人
の
中
か

ら
、
ご
希
望
の
方
を
お
選
び

い
た
だ
け
ま
す
。

※ 

先
生
の
ご
都
合
の
良
い
日
で

日
程
調
整
し
ま
す
。

※ 

相
談
は
無
料
（
た
だ
し
、
1

事
案
1
回
か
ぎ
り
）。
1
事

案
に
つ
き
、
1
回
の
無
料
相

談
を
超
え
て
の
ご
相
談
は
、

個
別
相
談
に
移
行
し
有
料
に

な
り
ま
す
。

各
種
相
談
の
ご
案
内

偶
者
の
年
収
上
限
が
2
0
1
万

円
以
下
ま
で
広
が
る
。
た
だ

し
、
配
偶
者
特
別
控
除
で
設
定

さ
れ
て
い
る
世
帯
主
本
人
の
所

得
制
限
が
配
偶
者
控
除
に
も
導

入
さ
れ
、
世
帯
主
の
年
収
1
2

2
0
万
円
を
超
え
る
と
控
除
の

対
象
か
ら
外
れ
る
た
め
、
高
所

得
者
は
制
度
を
利
用
で
き
な
く

な
る
。申

告
書
の
書
き
方
の

留
意
点

　
収
支
内
訳
書
付
表
の
必
要
経

費
の
内
訳
に
お
い
て
、
自
由
診

療
分
の
経
費
を
算
出
す
る
際
、

「
自
由
診
療
分
と
社
会
保
険
診

療
分
と
に
明
確
に
区
分
で
き
る

経
費
の
総
額
」ⓐ
に
「
予
防
接

種
・
ワ
ク
チ
ン
の
仕
入
れ
分
」

「
外
注
し
た
レ
セ
プ
ト
請
求
費

用
」
等
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。
措
置
法
差
額
を
計
算
後
、

収
支
内
訳
書
の
欄
外
に
記
入

し
、
申
告
書
第
二
表
の
特
例
適

用
条
文
等
に
「
措
置
法
26
条
」

の
記
入
も
忘
れ
な
い
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

　
そ
の
他
、
保
険
医
年
金
を
受

け
取
っ
た
場
合
の
雑
所
得
等
記

載
時
は
、
必
要
経
費
等
欄
に
は

累
計
払
込
保
険
料
で
は
な
く
、

累
計
払
込
掛
金
を
記
入
す
る
。

ふ
る
さ
と
納
税
を
行
っ
た
場
合

は
、
申
告
書
第
二
表
に
お
い
て

は
⑯
に
記
載
す
る
と
と
も
に
、

住
民
税
欄
の
「
寄
付
金
税
額
控

除
・
都
道
府
県
、
市
区
町
村

分
」
に
も
納
税
額
の
記
載
を
漏

ら
さ
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
。

　
医
療
費
控
除
の
注
意
点
と
し

て
、
保
険
金
で
補
填
さ
れ
た
場

合
で
も
、
実
際
の
医
療
費
支
払

額
で
計
上
す
る
。
同
一
生
計
で

あ
れ
ば
、
別
居
し
て
い
る
父
母

の
医
療
費
を
負
担
し
た
場
合
で

も
控
除
が
可
能
。
診
療
情
報
提

供
書
は
医
療
費
控
除
の
対
象
だ

が
、
自
費
の
診
断
書
等
は
控
除

の
対
象
と
な
ら
な
い
等
が
あ
る
。

ム
ル
ン
ダ
バ
　

　
夕
日
に
映
え
る
バ
オ
バ
ブ
の
樹
々

関　浩（宇治久世）
森の母 シートベルト MAK I
バオバブ ワオキツネザル

4

国道沿線の荒野

４月のレセプト受取・締切

基金
国保

８日
（土）

10日
（月） 労災

10日
（月）

○ ◎（※） ◎（※）

○は受付窓口設置日、◎は締切日
受付時間：基金  ９時～17時30分
　　　　　国保  ８時30分～17時15分
　　　　　労災  ８時30分～17時15分
（※）オンライン請求　５～７日 ８時～21時
　　　　　　　　　　８～10日 ８時～24時

バ
オ
バ
ブ
の
並
木
道

牛
を
つ
れ
た
一
団
、
1
人
銃

を
肩
に
掲
げ
て
い
る

講師の鴨井氏

ＤＣゴールドカードのご案内
　京都クレジットサービス㈱と提携
しているゴールドカードは、京都府
保険医協会の会員は個人・家族・法
人カードとも年会費は永久無料です。
　有利な特典も備えております。ぜひ
ご入会をご検討下さい。

年会費
永久無料

2 0 1 7 年 (平成 2 9 年) 3 月 2 5 日第 2 9 9 5 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 6 )毎月 10日･25日発行


